
短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間の半数を超える場合の取扱い  

 

１.概要 
 

短期入所(介護予防短期入所)生活介護および短期入所(介護予防短期入所)療養介護(以下「短期入

所サービス」という)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用するサービスです。短期入所

サービスの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりませ

んが、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合、これを超えて利用することがで

きます。 

具体的には、以下のような事例を想定しています。 

① 介護者が事故や急病により長期間入院する場合 

② 介護者からの暴力、ネグレクト 

③ 施設入所が必要な状況で、入所時期が決まっている場合 

 

２.短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間の半数を超える場合 
 

  短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超える場合、特に必要と認め

られる場合であるかを確認するために短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間の半数を

超える場合の理由書(以下「理由書」という)と居宅サービス計画書などの提出が必要です。 

 

３.提出書類 
 

① 理由書 

② 居宅サービス計画書(第１～３表)、介護予防サービス・支援計画書 

③ サービス担当者会議の要点(短期入所サービス利用の必要性について議論しているもの) 

④ サービス利用票、サービス利用票別表 

⑤ 課題分析表(アセスメント表、フェイスシート等)、利用者基本情報 
 
 ※居宅サービス計画書等には、短期入所サービスを利用しなければならない必要性(本人及び家族の

状況)を記録して下さい。 

  

４．提出時期 
 

半数を超えることが見込まれる月の前月 15日までに提出してください。 

 

５．注意点 
 
  ・給付実績の突合などにより、筑紫野市へ理由書の提出がないことが判明した場合や提出された書

類において短期入所サービスを要介護認定有効期間の半数を超えて利用するやむを得ない理由

が確認できなかった場合は保険給付の返還対象となる場合もありますのでご注意ください。 
 
  ・施設入所待ちを理由とする短期入所サービス利用の場合は、原則として施設などの申込みをし、

入所時期が決定している方を対象とします。 
   
  ・利用日数は介護給付(予防給付)日数です。利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数に

ついては利用日数に含まれません。 

   

   
 

＜提出・問い合せ先＞ 
〒818-8686 筑紫野市石崎一丁目 1番 1号 
筑紫野市 健康福祉部 高齢者支援課 指定指導担当 
ＴＥＬ：923-1111   ＦＡＸ：920-1786 


